
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を募集しています

大阪市では、障がいのある人が安心して地域で暮らし続けられるよう、地域生活支援拠点等※の

充実をめざしています。 緊急時対応や地域移行の促進など、事業者の皆さまとともに地域全体で

支える体制を構築するため、ぜひご登録をお願いいたします。

作成 2025年●月発行：大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課

● 詳しくは、本市ホームページをご覧ください
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000592830.html

〇 緊急時において、複数の事業所が連携することで、必要な対応が適切に提供できるようになり、
安心して事業運営ができます

〇 各事業所が持つ専門的な知識やスキルを共有して、より質の高い支援を提供することができます

〇 拠点等であることを要件とする各種加算により、報酬上評価されます

拠点等に登録すると…

訪問系

短期入所

日中系

連 携

利用契約者

緊急事態

リスクに備え、緊急時に対応

計画相談、障がい児相談

緊急の要請に対して受入れ

緊急のニーズに対してヘルパーを派遣

自立生活援助、地域定着

緊急時に訪問などによる相談対応

障がい者基幹相談
支援センター

区役所

※ 利用契約者以外からの相談にも、可能な範囲で応じてください
※ 入所施設や精神科病院からの地域移行にも積極的にご協力ください
※ 各区の地域自立支援協議会へ積極的に参画し、地域における支援体制の充実にご協力ください

緊急時にサービス提供時間後も支援

地域生活支援拠点等とは

障がいのある方の重度化・高齢化や「親なき後」の生活を見据えて、

行政機関や地域の複数の事業所が協力し、「相談」、「緊急時の

受入・対応」、「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」、

「地域の体制づくり」の5つの機能を分担して担う体制のことです

資料１－４

「緊急時の受入・対応」機能のイメージ

例えば



【共通要件】

・当該サービスを１年以上継続して実施していること
・地域自立支援協議会に積極的に参加するなど、協議会との適切な連携が図られていること
・障がい者基幹相談支援センターと連携を図っていること
・拠点関係機関等との連携・調整に従事する者を配置していること（計画相談支援、障がい児相談支援を除く）

【サービス種別ごとの要件】

サービス種別 担う機能 要件

計画相談支援、障がい児相談支援 相談及び地域の体制づくり
相談支援専門員を２名以上配置し、そのうち１
名以上が常勤専従の者であり、かつ、常時の連絡
体制を確保していること

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護

緊急時の受け入れ・対応
居宅介護計画等に位置付いていない緊急の要請
に対しても、速やかに相談に応じ、可能な限りサー
ビス提供を行うこと

短期入所 緊急時の受け入れ・対応
常時の緊急受入体制を確保し、新規の相談を含
む緊急の際の相談に積極的に応じ、円滑な受け
入れを行うこと

施設入所支援
体験の機会・場及び緊急時の
受け入れ・対応

地域移行支援の利用に積極的に協力する等、施
設入所者の地域移行の促進に努めるとともに、緊
急時の施設利用にかかる相談に積極的に応じる
こと

生活介護、自立訓練（機能訓練・生
活訓練）、就労移行支援、就労継続
支援（Ａ型・Ｂ型）

緊急時の受け入れ・対応
障がいの特性に起因して生じた利用者の緊急事
態等に際して必要な支援を行うこと

生活介護、自立訓練（機能訓練・生
活訓練）、就労移行支援、就労継続
支援（Ａ型・Ｂ型）
※いずれも障がい者支援施設に設置さ
れているものに限る。

体験の機会・場
地域移行支援の利用に積極的に協力し、施設
入所者の地域移行の促進に努めること

自立生活援助 緊急時の受け入れ・対応
常勤の従事者を１名以上配置して常時の連絡
体制を確保し、かつ、自立生活援助のサービスを
提供した者が直近３年以内に１名以上いること

地域定着支援 緊急時の受け入れ・対応

常勤の従事者を１名以上配置し、かつ、現に１
名以上の利用者にサービス提供を行っていること、
新規利用者からの相談に対して積極的に応じる
など、地域におけるニーズに適切に対応すること

地域移行支援 体験の機会・場
地域移行支援サービスを提供した利用者のうち、
地域における生活に移行した者が直近３年以内
に１名以上いること

※（注）一体的管理運営による例外があります

①申し出：希望事業者は、所在区の障がい者基幹相談センターへ申し出ます

②区協議会での説明：事業者が協議会において説明を行い、同意を得ます

③登録申請：福祉局障がい福祉課に登録の申請を行います

④登録通知書：審査後、登録通知書を交付を受けます

⑤加算の届出：登録通知書を添えて福祉局運営指導課に加算の届出を行います

●登録要件

●登録の流れ

●登録手順や加算について、詳しくは本市ホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000592836.html

【問い合わせ先】大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課
電話：(06)6208-7939 FAX：(06)6202-6962 e-mail：fa0025@city.osaka.lg.jp
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